
必要  ・   不要

給与支払報告書総括表 普通徴収申請書

指定番号

こ の用紙よ り 後ろ の者は、 下記理由で特別徴収でき ないため、 普通徴収と し て申請し ま す。

略号 人　 数申請理由

Ａ 人

人

人

人

人

人

人

人

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｇ

　 地方税法では､所得税の源泉徴収義務のあ る 事業主は､個人住民税( 市民税･県民税) についても 給与から 天引き

( 特別徴収 (※１ ) )し なければなら ないこ と と さ れており ､鹿児島県と 県内全ての市町村では､特別徴収義務のあ

る すべての事業主(※２ )を 対象に､平成２ ７ 年度から 特別徴収義務者の一斉指定を 実施し ていま す。

※１ 　「 特別徴収｣と は､市役所から 送付さ れた市民税･県民税特別徴収税額の通知書によ り ､事業主が給与の支払

　 を する 際に､従業員( 納税義務者) 各人の市民税･県民税を 天引き し ､ 金融機関等で納入し ていただく 制度です。

※２ 　「 特別徴収義務のあ る 事業主｣と は､常時３ 人以上の従業員( アルバイ ト ､パート ､役員等すべての従業員を

　 含む ) に対し て 給与等の支払を する 者です｡給与支払報告書総括表の受給者総人員が３ 人以上の事業主につ

　 いて は､特別徴収義務者と し て指定し ま す。

給与の支払期間が 1 月を 超え る 期間によ っ て定めら れている

給与のみ

外国航路を 航行する 船舶の乗組員で、 1 月を 超え る 期間以上

乗船する ため慣行と し て不定期

総受給者数（ 乙欄・ 退職者を 除いた合計） が 2 名以下

退職し ている （ 又は 5 月末日ま でに退職予定）

給与が少なく 個人住民税額が引き き れない

( 年間の給与の支払金額が 9 6 5 ,0 0 0 円以下の者）

給与の支払が不定期又は通年の雇用ではない

他の事業所で特別徴収を する （ 乙欄該当者）

普通徴収申請者　 合計人数

特別徴収義務者の一斉指定について

～個人住民税の特別徴収は法律等で義務付け ら れて いま す～

令和

給与の支払期間

給 与 支 払 者 の
個 人 番 号 又 は
法  人  番  号

給 与 支 払 者 の

氏 名 又 は 名 称

所得税の源泉徴収

を し ている 事業所

又 は 事 業 の 名 称

給 与 支 払 者 が

法人である 場合

の代表者の氏名

連絡者の 氏名、

所 属 課 、 係 名

及 び 電 話 番 号

氏名

事　 業　 種　 目

特別徴収対象者

報告人員の合計

所　 　 　 　 　 轄

税　 務　 署　 名

給与の支払方法

及 び そ の 期 日

納入書の送付

税務署

報

告

人

員

普通徴収対象者

（ 退職者）

普通徴収対象者

（ 退職者を 除く ）

受 　 給 　 者

総 　 人 　 員

（ 電話 ）

氏名

（ 電話 ）

給与支払報告書総括表

課 係

関与税理士等の氏名

及 び 電 話 番 号

同 上 の 所 在 地

フ 　 リ 　 ガ　 ナ

フ 　 リ 　 ガ　 ナ

年　 　 月

年 月分から 月分まで令和

【 提出時の並び順について 】

（ 市記入欄） 【 照会記録】

番号確認

身元確認

( 本人・ 代理人 )

代理権確認

月 日 市担当 : 事業所担当 :

（ 前職合算 :  あ り  ･ なし  ）

提出期限 令和 7 年 1 月３ １ 日( 金 )

給与支払報告書を 提出する 際は､右図のよ う

に並べて提出し てく ださ い。

【 特別徴収関係書類等の送付先について 】

市民税･県民税特別徴収関係書類等の送付

先を ､新規に設定又は変更する 場合は､｢特

別徴収義務者の所在地･名称等変更届出書｣

を 提出し てく ださ い。

様式は｢市民税･県民税特別徴収関係書類｣

の様式集に掲載さ れている も のか､本市ホー

ム ページ から ダウ ン ロ ード し て お使いく だ

さ い。

束
に
し
て
提
出
し
て
く
だ
さ
い

〒

人

人

人

人

人

日提出（   追加  ・   訂正  ）

鹿児島市長殿 鹿児島市長殿
指 　 定 　 番 　 号⑦

※切り 離し てご 使用く ださ い。

氏名又は名称

個人番号又は法人番号

給与支払報告書 ( 個人別明細書 )

特別徴収対象者分

給与支払報告書 ( 個人別明細書 )

普通徴収対象者分

普通徴収申請書


